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戸田公園 現況調書 

 

 1 公園の設置目的  

戸田公園は、昭和１２年から昭和１５年にかけて建設された、国内最大 

 規模の人工静水コースを備えた漕艇場を中心とした、東西約２,５００ｍ、 

 南北約３００ｍの公園である。 

  東京オリンピック漕艇競技会場に決定されたことを受けて、隣接する荒 

  川河川敷を含めて、昭和３７年に公園として都市計画決定され、漕艇場の 

 拡幅と周辺施設の整備が行われた。 

  オリンピック終了後、県営公園として開設され、平成１６年には「彩の 

 国まごころ国体」のボート競技会場として使用されました。 

  この公園は、広大な水面を活用し、ボート競技の会場や練習場として利 

 用されるとともに、水と緑の拠点として県民に憩いと潤いの空間を提供し 

 ている。 

 

 2 公園の概要  

（1）位置      戸田市戸田公園地内 

 

（2）開設年月日   昭和３９年１２月 1 日 

 

（3）公園面積    ３５.２ha 

 

（4）公園利用者（人） 

 

 有料施設利用者数 

R5年度 49,980 

R6年度 57,010 
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（5）主な施設 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

 

1［修景施設］ 

植栽、花壇（ボランティア管理）4箇所  ○ 

コース北岸法面、北岸園地、コース南岸法面、上流園地、 

中央園地、高台広場、高規格堤防（スーパー堤防）、管理棟、

下流園地、東広場、西広場 

 

○ 

 

2［休養施設］ 観覧席 

    建築面積４３９.６㎡ 延床面積４３９.６㎡ 

 

○ 

ベンチ 23箇所    ○ 

 

3［遊戯施設］ 
健康遊具３基 

  ツイストボード、平均台、背伸ばしベンチ 

 

 

  ○ 

 

4［運動施設］ 漕艇場 

  ２,４００ｍ×９０ｍ（１２.５ｍ×６コース）水深２.５ｍ 
  ○ 

 

   

 

5［便益施設］ 
駐車場 4箇所（103台、思いやり駐車場 4台） 

 
 ○ 

便所 4箇所   （鉄筋コンクリート造 ２５.８８㎡） 

                （鉄筋コンクリート造 ３４.３０㎡） 

         （鉄筋コンクリート造 ３７.７０㎡） 

         （鉄筋コンクリート造 ３５．５６㎡） 

 

  ○  

 

6［管理施設］ 
管理棟 鉄筋コンクリート造   

    建築面積５８７.９㎡ 延床面積１,０５５㎡ 

 

  ○   

第一艇庫  鉄筋コンクリート造 

        建築面積５７０.３㎡ 延床面積１,１４２.１８㎡ 
○    

第二艇庫 鉄骨造 

    建築面積７１３.９㎡ 延床面積８８７.５８㎡ 
○    
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電気管理棟 鉄筋コンクリート造 

  建築面積２６.２４㎡ 延床面積２６．２４㎡ 

 
  ○ 

車庫  プレハブ 

  建築面積３２.４９㎡ 延床面積３２.４９㎡ 

 
○ 

物置  軽量鉄骨造 

  建築面積１４.５８㎡  延床面積１４.５８㎡ 

 
○ 

水門２基  

  鋼製ローラーゲート 電動ラック式 

 
○ 

門扉４基 

  鉄製引き戸門扉３基、門柱・格子１基 

 
○ 

外柵 

  漕艇場周囲フェンス、基礎コンクリート 

 
○ 

人止柵 

   園地周囲フェンス 

 
○ 

台船 

ラワン材製１、桧板製１ 

 
○ 

照明 

  トンネル照明             ７８基 

  道路照明                ５基 

  歩道照明                ９基 

    漕艇場照明灯              ９基 

    園内照明               ８６基 

 

 

○ 

 

7［防災施設］ 
耐震性貯水槽 

    １００㎥×２基 

   ４０㎥×１基 

 ○ 

井戸 

    井戸管理棟１基、非常防災用井戸１基、圧力タンク１基 

  塩素注入器１基、制御盤１基、給水ポンプ１基、給水栓１基 

 ○ 

浄水装置 

    ろ水機１基 
 ○ 
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井戸用発電機 

  非常用電源１基 
 ○ 

防災用発電機 

非常用電源棟１基、非常用電源１基、配電盤１基 

  燃料タンク１基 

 ○ 

避難施設 

  戸田公園管理棟、第一艇庫の一部 
 ○ 

 
防災用照明 

  夜間照明２基(駐車場横、高台広場） 
 ○ 

 

（6）主な建物（建築物） 

   ・戸田公園 建物一覧表参照（別紙１） 

 

 3 施設供用日、供用時間等 ※令和６年度実績  

 

 ［施設名］ 

 

  ［開設期間・日数］ 

 

  ［開園時間］ 

 

  ［休園日］ 

漕艇場 ４月１日から 

 ３月３１日まで 

  

 

午前８時３０分から 

 午後５時まで 

 

１２月２９日から

１月３日まで 

 

管理棟 

 会議室 

 

 

４月１日から 

 ３月３１日まで 

  

午前６時３０分から 

 午後８時３０分まで 

１２月２９日から

１月３日まで 

 

第一艇庫 

 集会室 

  

 

４月１日から 

 ３月３１日まで 

  

 

午前６時３０分から 

 午後８時３０分まで 

 合宿所として利用す

る場合は、午後１時か

ら翌日午前１０時まで 

１２月２９日から

１月３日まで 

第二艇庫 

 集会室 

 

 

４月１日から 

 ３月３１日まで 

  

 

午前６時３０分から 

 午後８時３０分まで 

 

１２月２９日から

１月３日まで 
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駐車場 

  

４月１日から 

 ３月３１日まで 

  

（４月～９月） 

 午前８時３０分から 

 午後７時 

（１０月～３月） 

 午前８時３０分から 

 午後５時３０分 

（管理棟前駐車場・通

年） 

 午前８時３０分から 

 午後７時 

 

 

 

 

 4 職員体制  

（1）職員配置 

    常勤職員を２名、非常勤職員を４名、臨時職員を２名配置している。 

     

（2）勤務体制 

                                                             （単位：人） 

  土・日 月 火～金 勤務時間 備  考 

日 

勤 

帯 

常 勤 １～２ ０ １～２  ８：３０～１７：１５ 月曜日は休所日

で、警備会社に業

務委託している。 

非常勤  １～４ ０ １～４  ８：３０～１７：１５ 

臨 時  １～２   ０ １～２  ８：３０～１７：１５ 

計 ３～８ ０ ３～８  ８：３０～１７：１５ 

朝 

夜 

帯 

常 勤            ～ 早朝・夜間は警備

会社に業務委託し

ている。 

非常勤            ～ 

臨 時            ～ 

計            ～ 

 

 5 管理実態  

（1）園地図 

   ・戸田公園 園地図参照（別紙２） 

 

（2）管理業務 

    ・戸田公園 現状管理業務一覧参照（別紙３） 

   ・戸田公園 管理費内訳及び収入実績参照（別紙４） 
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（3）主要設備機器 

   ・戸田公園 主要設備機器一覧表参照（別紙５） 

 

（4）施設運営電力等契約状況 

○電気(契約種別) 

従量電灯Ｃ(20ＫＶＡ)２    従量電灯Ｃ(10ＫＶＡ) 

低圧電力(21ＫＷ)       低圧電力(7ＫＷ) 

従量電灯Ｂ(40Ａ)       低圧電力(3ＫＷ) 

従量電灯Ｂ(15Ａ)       従量電灯Ｃ(35ＫＶＡ) 

低圧電力(12ＫＷ)        従量電灯Ｂ(30A) 

低圧電力(8ＫＷ)        公衆街路灯Ｂ(5ＫＶＡ)  

公衆街路灯Ｂ(24ＫＶＡ)     定額電灯 7口 

○電話      3回線(fax含む) 

○上下水道 (上水契約口径・引込数) 

       戸田市 25ｍｍ、40ｍｍ、50ｍｍ、50ｍｍ、75ｍｍ 引込数：5口 

○ガス   (用途)管理棟・第一艇庫(都市ガス) 

○灯油   (用途)第二艇庫シャワー 

 

（5）遊具点検 

  ［主な遊具］ 

         健康遊具（３基） 

  ［点 検］  

         外注分：安全点検（目視・計測）年１回 

     直営分：安全点検（目視・触診）毎日 

 

（6）運動施設管理（建築物を伴うものを除く） 

   ・漕艇場 

    ２，４００ｍ×９０ｍ（１２．５ｍ×６コース） 水深２．５ｍ 

  ※水位等の維持管理 

 

（7）修繕リスト 

   ・戸田公園 修繕工事一覧参照（別紙６） 

 

（8）有料施設の利用状況 

    ・戸田公園 有料施設利用状況参照（別紙７） 

 

（9）設置・占用・行為許可の状況 
      ・戸田公園 設置・占用・行為許可一覧参照（別紙８） 
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（10）貸与可能備品 
   ・戸田公園 備品台帳参照（別紙９） 

 

（11）利用料金一覧 
   ・戸田公園 利用料金一覧参照（別紙 10） 

 

（12）公園施設長寿命化計画 
   ・県では、公園施設の効果的・効率的な維持管理と維持管理費用の縮減・平準化を

行うため、公園施設長寿命化計画を策定し、計画的に修繕・更新等を行っている。 

     ・令和６年３月時点の計画では以下の公園施設について計画を策定しているが、劣

化状況や使用頻度、予算状況などにより対策内容や時期は変動する。 

 

    令和８年度 健康遊具：補修、物置・防災拠点操作室・県第一艇庫棟：更新 

    令和９年度 取水口水門・スタンド屋根：更新 

    令和 11 年度 曲尺手水門・便所・便所（身障者用）・変電施設（非常用電源棟）・管理事務所棟：更新 

  

（13）県営公園利用者アンケート結果 
   ・戸田公園 県営公園利用者アンケート集計結果（別紙 11） 

   ※令和７年５月２１日（水）～６月２０日（金）web アンケートにより実施 

   ※県 HP や県公式 SNS（LINE 等）での周知及び公園管理事務所窓口等で利用者に回

答の協力を呼びかけて実施 

 

 ６ 特記事項  

○ 当初、戸田漕艇場は国が設置し、管理運営を旧文部省と日本ボート協会の前     

身である日本漕艇協会が協議の上行っていた。その後、漕艇場の一部を活用し     

て公営競技の競艇が始められた。 

  昭和３９年の東京オリンピックでのボート競技会場として改修・競技開催さ    

れた後に、漕艇場の管理権が旧文部省から埼玉県に移管された。 

○ 上記経緯があることから、戸田漕艇場は「アマチュアボート専用競技場」と     

の位置づけであるが、当面はアマチュア優先の原則のもと、ボートレース企業団と

の共同使用をしている。 

○ 漕艇場ボートコースの使用者は、大会等の競技レース開催時のみ漕艇場使用料（利

用料金）を払うことになっているが、それ以外は自由練習（無料）としている。な

お、自由練習は、漕艇場の開園時間や休園日に関係なく、早朝から夜間まで行われ

ている。 

○ ボートレース（モーターボート競走法に基づくモーターボート競技）開催時漕艇

場ボートコースの一部をボートレース場として仕切って、競技を開催している。 
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 ボートレース開催についての水面使用料は、指定管理者が徴収する利用料金となっ

ておらず、県が使用料を徴収している。 

○ 漕艇場の水位調整を水門の開閉により行っている。漕艇場の水位によっては、     

漕艇競技及びボートレース事業に、多大な影響を及ぼすために細心の注意を要する

必要がある。 

○ 漕艇場の管理上の水位調整のほかに、大雨により笹目川が増水し取入水門の    

越流堤を越水することが予想される場合、漕艇場からの氾濫を防ぐため、埼玉県さ

いたま県土整備事務所の指示に基づき水門を操作して笹目川・菖蒲川へ予備放流を

行い、漕艇場の水位を下げておく業務を行っている。 

  令和５年度実績 予備放流２回 

  令和６年度実績 予備放流１回 

○ 荒川堤防沿いの幹線園路は、一般公道化しているが、道路法上の施設との兼    

用工作物（戸田市市道）ではない。 

○ 戸田市景観条例に基づき、戸田ボートコース周辺区域が景観づくり推進地区     

に指定されている。 

○  戸田市地域防災計画において、避難所として管理事務所と第一艇庫が、また          

避難場所として高台広場が指定されており、戸田市の防災倉庫及び埼玉県の防          

災施設（発電機、井戸、照明等）が設置されている。 

○  第二艇庫救護室は埼玉県ボート協会に行為許可の上、貸している。また、カ     

ヌー艇庫は埼玉県カヌー協会が管理許可している。カヌー艇庫の鍵の貸出につ     

いては、カヌー協会に協力する形で指定管理者が行っている。 

○  第一艇庫の合宿施設は、簡易宿泊所として県南部保健所から旅館業許可を受けて

いる。 

○ 公園西側の一級河川笹目川左岸と一級河川荒川左岸の合流箇所に国土交通         

省は高規格堤防(スーパー堤防)を築造した。 

  県は高規格堤防の上を公園区域の広場として、平成２７年４月に０．３ｈａ     

を新たに開設した。 

○ 漕艇場の水質浄化について、平成１８年度から埼玉県ボート協会によるイケチ

ョウガイを使用した水質浄化活動が行われている。平成２２年度には戸田市を中

心とした戸田ボートコース浄化実行委員会が設立された。その活動は継続的に実

施されており、現在８，０００枚を超えるイケチョウガイが投入されている。 

○ 平成２９年度から漕艇場内に大量の水草が発生し、ボート競技に支障を来たし

ていたため、ボート競技団体等とも連携し、水草の除去を行った。また、平成３

１年度から戸田公園水草対策協議会を漕艇場利用者や地元戸田市、ボートレース

関係者らと設置し、対策を検討している。なお、令和３年度以降、水草は大量発

生していない。 

  また、水草対策費用として R7 年度は 79,641 千円（税込）を指定管理料に上乗

せしているが、この金額は水草対策事業に充てた費用を除いて精算対象としてい

る。（R7 年度は全額精算） 

○ 令和６年３月に戸田市により、ボートコースを活かしたまちづくりを実施する
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ため「ボートのまちづくりコンソーシアム」が設置された。指定管理者も参画し、

まちづくりに協力している。 

○ 令和７年度は、第２艇庫の外部塗装の塗り替え工事を予定している。 

○ 県は令和７年度中にネーミングライツの募集を行い、公園の愛称が付される予

定である。なお、ネーミングライツ募集の事務は県が行い、命名権料も県の収益

となる予定。 



別紙１

観覧席 昭和44年2月10日 昭和54年3月26日 鉄骨造 1 439.60 439.60

発艇事務所 不明 木造 2 86.38 164.89

管理棟 平成16年3月26日 鉄筋コンクリート造 2 587.90 1,055.00

第一艇庫 昭和50年2月28日 平成2年7月4日 鉄筋コンクリート造
地下１
地上２

570.30 1,142.18

井戸管理棟 平成9年3月26日 鉄筋コンクリート造 1 25.00 25.00

物置 昭和39年3月25日 軽量鉄骨造 1 14.58 14.58

事務所車庫 昭和42年8月29日 プレハブ 1 32.49 32.49

便所 平成8年3月31日 鉄筋コンクリート造 1 25.88 25.88

電気管理棟 平成9年8月5日 鉄筋コンクリート造 1 26.24 26.24

便所 平成8年3月31日 鉄筋コンクリート造 1 34.30 34.30

物置（旧ボイラー
室）

昭和50年2月28日 ブロック造 1 7.41 7.41

便所（事務所横） 平成2年7月4日 鉄筋コンクリート造 1 37.70 37.70

第二艇庫 平成5年3月2日 鉄骨造 2 713.90 887.58

カヌー艇庫 昭和61年2月28日 鉄骨造 1 315.90 315.90

便所 平成20年3月14日 鉄筋コンクリート造 1 35.56 35.56

計 2,953.14 4,244.31

戸田公園　建物一覧表

階数
建 築 面 積
（ ㎡ ）

延 床 面 積
（ ㎡ ）

施 設 名 建 設 年 月 日 増 築 年 月 日 構 造



 別紙２ 
戸 田 公 園 

 
 
 
 

 

別紙２ 



1 管理事務所業務

園地管理業務　その１

公園除草 機械除草Ⅰ 肩掛式（除草・集草・積込・運搬）

南側伴走路水際線 890 ㎡ ×年４回

南側車道緑地帯堤防側 360 ㎡ ×年４回

自転車伴走路コース側 390 ㎡ ×年５回

自転車伴走路堤防側 180 ㎡ ×年５回

北側のり面 4,500 ㎡ ×年４回

伴走路 910 ㎡ ×年５回

管理道路沿い 390 ㎡ ×年１回

機械除草Ⅱ ハンドガイド+肩掛式（除草・集草・積込・運搬）

南側車道緑地帯ボート側 1,990 ㎡ ×年5回

南側車道緑地帯コース側 210 ㎡ ×年5回

南側のり面 7,090 ㎡ ×年５回

トラック運搬2ｔ（11.2ｋｍＤＩＤあり） 24 台

人力除草（除草・集草・積込・運搬）

スタンド前花壇 430 ㎡ ×年４回

植栽管理 低木剪定（寄植）

機械刈込　　形状　１.5ｍ未満 2,150 ㎡ ×年１回

高木剪定 （剪定・積込・運搬）

常緑広葉樹 130 本

落葉広葉樹 15 本

剪定枝等運搬（パッカー車　8㎥積） 24 台

花壇管理 草花植付（球根類）

人力除草（除草・集草・積込・運搬）

スタンド前花壇 430 ㎡ ×年４回

カンナ（花卉別）　１，０００株 400 ㎡ ×年１回

掘取

カンナ（花卉別）　１，０００株 1 式

園地管理業務　その２　スーパー堤防

機械除草Ⅱ 総合歩掛　ハンドガイド（除草・集草・積込・運搬）

北西斜面 1,510 ㎡ ×年４回

北東斜面 2,550 ㎡ ×年４回

東斜面 460 ㎡ ×年４回

道路・堤防間斜面 120 ㎡ ×年４回

南東平坦地（三角地帯） 340 ㎡ ×年４回

中央（園路内部） 6,560 ㎡ ×年３回

南西平坦地 120 ㎡ ×年３回

西斜面 1,730 ㎡ ×年４回

人力除草 総合歩掛　除草（人力）、集草、積込、運搬

北西斜面 低木・寄植部分 810 ㎡ ×年２回

北東斜面 低木・寄植部分 880 ㎡ ×年２回

東斜面 低木・寄植部分 30 ㎡ ×年２回

トラック運搬2ｔ（11.2ｋｍＤＩＤあり） 17 台

植栽管理 低木剪定（寄植）機械刈込　1.5ｍ未満

北西斜面 810 ㎡ ×年１回

北東斜面 880 ㎡ ×年１回

東斜面 30 ㎡ ×年１回

芝生管理 芝生刈込　 機械刈込　　集草あり

中央（園路内部） 1,390 ㎡ ×年３回

中央（西） 110 ㎡ ×年３回

中央（北西） 240 ㎡ ×年３回

中央（北東） 320 ㎡ ×年３回

中央（東） 160 ㎡ ×年３回

【直営実施分】

公園除草 人力除草、機械除草

植栽管理 低木剪定、寄植剪定 170,000 ㎡ 通年

芝生管理 芝生刈込、施肥

花壇管理 草花植付

別紙３－１

戸田公園　現状管理業務一覧

業  務  内  容

2

業務名

園地管理業務

受付事務（窓口応対、有料施設、行為許可の受付、利用料金徴収業務等）
鍵の管理（管理棟、第一艇庫、第二艇庫等）
園内巡回・遊具点検等



建物清掃（管理棟、第一艇庫、第二艇庫）

日常清掃  

執務室 50 ㎡ ×週３日

共有スペース 292 ㎡ ×週３日

艇庫・合宿所 626 ㎡ ×隔週1日

管理棟１階大会本部室等 288 ㎡ ×週３日

管理棟２階会議室等 441 ㎡ ×週２日

トイレ 6箇所 35 穴 ×週５日

定期清掃　

ガラス面 540 ㎡ ×年２回

床ワックス 1,273 ㎡ ×年３回

照明器具 447 個 ×年1回

浴室・炊事場   年４回

園地清掃  

一般清掃 39,796 ㎡ ×週２回

トイレ 3箇所 32 穴 ×週5回

塵芥運搬    週1回

薬液便所清掃、殺虫消毒、排水溝清掃 　随時

【直営実施分】

日常清掃  （掃き掃除、布団干し、拭き掃除）

合宿所（宿泊室、食堂、炊事場） 随時（退所時）

園地清掃 （ゴミ収集・分別処理、水辺のゴミ処理）

一般清掃 随時

　　　・夜間警備（午後５時から翌朝９時）　     　１人体制　　　　  308日

　　　・休所日警備（午前９時から翌朝９時）      １人体制            57日

5 水門点検業務

6 ボイラー点検業務

7 受水槽等清掃業務

8
消防用設備等保守点検
業務

9 昇降機保守点検業務

10 防災施設維持管理業務

11 建築物点検業務

3

業務名 業  務  内  容

（床掃き又はモップ拭き清掃、屑ゴミの処理、扉・窓の拭き清掃、衛生器具類

警備業務

清掃業務

建物及び園地内の年間夜間及び休所日昼間警備、来園車両の整理等。

の清掃、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・水石鹸補充等）

（床の洗浄・ワックス掛け、窓ガラス拭き、じゅうたんしみ抜き、照明器具清掃等）

（掃き掃除、ゴミ収集・分別処理、便所清掃・ﾍﾟｰﾊﾟｰ補充、水辺のゴミ処理、

別紙３－２

戸田公園　現状管理業務一覧

管理棟エレベーター保守点検（フルメンテナンス契約、月１回）

上・下水門２箇所の電気系統及び機械系統点検（年１回）

第二艇庫のボイラー本体・付属機器の点検、清掃（年１回）

水道法に基づく受水槽の点検清掃及び水質検査（年１回）

消防法に基づく消防用設備等の保守点検（年２回）

4

運動施設清掃等）

防災施設（発電機、井戸ポンプ、浄水機等）の点検（月１回計１１回、精密点検１回）、水質検
査（１０項目、年１回）、耐震性貯水槽清掃（５年に１回 令和７年度実施予定）

建築基準法に基づく公共建築物及び建築設備の点検
（第一艇庫、第二艇庫及び観覧席　令和８年度実施予定）



12 下水道清掃業務

13 放送設備保守点検業務

業  務  内  容

下水管の定期清掃（年１回）

ボート大会で使用する放送設備一式の保守点検（年１回）

別紙３－３

戸田公園　現状管理業務一覧

業務名



別紙４

（千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度（予算）

人件費 34,784 31,221 32,330 34,436 33,952

消耗品費 2,199 3,439 3,591 2,700 2,882

修繕費 5,555 5,684 6,719 5,559 5,031

光熱水費 4,138 5,247 4,762 5,212 6,824

責任保険料 857 830 903 961 926

手数料 4,992 5,463 5,588 5,956 9,866

委託料 28,293 28,908 31,047 29,614 106,283

租税公課 21 41 1 20 71

その他 22,968 25,876 25,811 23,216 30,459

合計 103,807 106,709 110,752 107,674 196,294

委託料収入 104,189 103,826 104,019 103,879 187,083

利用料金収入 2,613 3,613 4,791 4,538 4,673

自主事業収入 2,900 3,262 3,810 4,293 4,538

合計 109,702 110,701 112,620 112,710 196,294

-5,895 -3,992 -1,868 -5,036 0

※　令和３年度から令和６年度は決算、令和７年度は当初予算の額を記載。

※　令和７年度（予算）の指定管理料のうち、光熱費及び燃料費等について、昨今のエネルギー価格高騰を見込んで1,828千円増額している。

　　この増額した指定管理料については、精算対象とし、光熱費及び燃料費等の支出実績を踏まえて、使用しなかった分は県へ返還することとしている。

※　令和７年度（予算）の指定管理料のうち、水草対策費用として、79,641千円（税込）増額している。

　　この増額した指定管理料については、精算対象とし、支出実績を踏まえて、使用しなかった分は県へ返還することとしている。

※　管理経費（人件費）及び収入（指定管理料）の内訳には、現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費は含まれていない。

　　令和７年度の現行指定管理者に派遣されている県職員の人件費の概算金額は下記のとおり。

　　（令和３年度から令和６年度の県派遣職員の人数は令和７年度と大きく変更はない）

＜令和７年度＞

2,083,000円

管理費経費－収入

戸田公園　管理費内訳及び収入実績

管
理
経
費

収
入
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施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

室外機　冷房能力４５．０ＫＷ　暖房能力５３．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力９．０ＫＷ　暖房能力１０．６ＫＷ 5

室外機　冷房能力５６．０ＫＷ　暖房能力６７．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力９．０ＫＷ　暖房能力１０．６ＫＷ 3

室内機　冷房能力４．５ＫＷ　暖房能力５．３ＫＷ 1

室内機　冷房能力１１．２ＫＷ　暖房能力１３．２ＫＷ 3

室外機　冷房能力７．１ＫＷ　暖房能力８．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力７．１ＫＷ　暖房能力８．０ＫＷ 1

室外機　冷房能力４．５ＫＷ　暖房能力５．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力４．５ＫＷ　暖房能力５．０ＫＷ 1

室外機　冷房能力２．８ＫＷ　暖房能力４．２ＫＷ 1

室内機　冷房能力２．８ＫＷ　暖房能力４．２ＫＷ 1

２００φ ×５００㎡／ｈ×７３％ 10

１５０φ ×３５０㎡／ｈ×７３％ 1

１５０φ×２５０㎡／ｈ×７２％ 3

１５０φ ×５５０㎡／ｈ×３０ｐａ 7

１５０φ ×３８０㎡／ｈ×３０ｐａ 2

１００φ ×１６０㎡／ｈ×３０ｐａ 2

１００φ ×１０５㎡／ｈ×３０ｐａ 1

給気口 １５０φ 電動式 3

ガス給湯器 4

エレベーター 三菱機械室レス・エレベーター 1

自動ドア ナブコシステム株式会社 1

消火器 ＡＢＣ粉末消火器 10

戸田公園　主要設備機器一覧

ガスヒートポンプ
エアコンビル用マ
ルチ

ガスヒートポンプ
エアコンビル用マ
ルチ

ヒートポンプエア
コン

ヒートポンプエア
コン

ヒートポンプエア
コン

天井換気扇

管理棟

全熱交換機
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施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

受信機　Ｐ型２級４／５回線　壁掛型 1

感知器　差動式　スポット型 22

感知器　定温式　スポット型 8

感知器　煙式　スポット型　光電式 6

地区音響装置 2

発信機 2

表示機 2

誘導灯設備　 避難口　中型 8

非常放送設備 ３／１０回線　スピーカー２５個 1

防排煙制御設備 １式

放送設備 １式

太陽光発電設備 太陽電池容量　20kW １式

水門 鋼製ローラーゲート　電動ラック式 2

船台
 20.1　×　3.7m　１台
 24.4　×　5.5m　 １台

2

ステイクボード   17m ×　2.4m 6

受水槽 ＦＲＰ製　２㎡ 1

給水ポンプ
自吸型ポンプ　吐出量２０～５０㎥／ｈ　揚程２３～１
２．５ｍ　出力０．４Ｋｗ　口径４０㎜

1

室外機　冷房能力７１．０ＫＷ　暖房能力８０．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力５．６ＫＷ　暖房能力６．３ＫＷ 1

室内機　冷房能力７．１ＫＷ　暖房能力８．０ＫＷ 1

室内機　冷房能力９．０ＫＷ　暖房能力１０．０ＫＷ 1

ガス給湯器 4

消火器 ＡＢＣ粉末消火器 13

ガスヒートポンプ
エアコンビル用マ
ルチ

戸田公園　主要設備機器一覧

管理棟

第一艇庫

自動火災報知設備

漕艇場

屋外施設
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施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

受信機　Ｐ型１級５／１０回線　壁掛型 1

感知器　差動式　スポット型 16

感知器　定温式　スポット型 17

感知器　煙式　スポット型　光電式 25

地区音響装置 4

発信機 4

避難はしご ４．６ｍ　巻尺Ａ（格納式） 1

避難口　小型 9

避難口　中型 6

通路　小型 4

防排煙制御設備 1

ガス漏れ火災警報設備 1

ボイラー
温水ボイラー　灯油焚　出力２１５,０００Ｋａｌ／Ｈ
燃料消費量２９Ｌ／Ｈ

1

オイルタンク 灯油　４９０L 1 屋外設置

受水槽 ＦＲＰ製　１．１㎥ 1

給水ポンプ
自吸型ポンプ　吐出量０．７５～０．２５㎥／ｈ　揚程
３４～２４ｍ　出力１．５Ｋｗ　口径４０㎜

2

昇降機 チェーンブロック式　２５０㎏　8.5/2.8m/min 1

消防用設備 ＡＢＣ粉末消火器 8

受信機　Ｐ型２級５／５回線　壁掛型 1

感知器　差動式　スポット型 16

感知器　定温式　スポット型 2

感知器　煙式　スポット型　光電式 12

地区音響装置 2

発信機 2

自動火災報知設備

誘導灯設備

第二艇庫

自動火災報知設備

戸田公園　主要設備機器一覧

第一艇庫
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施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

第二艇庫 誘導灯設備 通路標識板 1

井戸口径　　２００mm、深さ１３０ｍ

井戸ポンプ　口径５０mm、揚水量０．２㎥/min

井戸用発電機 ２００V、２０ｋVA、軽油使用 1

鋼板製、１００㎥ 2

鋼板製、　４０㎥ 1

浄水装置等 浄水器、圧力タンク、滅菌器 1

防災用発電機 定格出力８５KVA、２００V 1 1997年製

オイルタンク 軽油　９５０L 1 屋内設置

分電盤 屋外自立型 1

FHF32 22

NHT220-L 18

NHT180-L 30

NHT110-L 8

道路照明 NHT110-LS 5

歩道照明 NHT110F-LS 9

園内照明
タイマー制御：62基　自動点灯：19基
（計８１基中ソーラー式：6基） 81

1

耐震性貯水槽

照明設備

トンネル照明

防災施設

非常災害用井戸

戸田公園　主要設備機器一覧



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

209,000 341,000

999,000 374,000

355,000 330,000

238,000 880,000

946,000 330,000

549,000 539,110

405,000 704,000

407,000 348,700

961,000 2,267,700

480,000

1,841,000

7,390,000 6,114,510

別紙6

戸　田　公　園　　　修　繕　工　事　一　覧

令 和　５  年　度 令 和　６　年　度

合　　　　　　　　計

修　　繕　　名

第一艇庫周辺舗装修繕

第一艇庫北側庇修繕

第二艇庫ボイラー修繕

伴走路修繕工事

第一艇庫クレーン交換修繕工事

聖火台塗装修繕

第一艇庫手すり設置修繕

聖火台前トイレおむつ交換代取設置修繕

自火報受信機交換修繕

第二艇庫外壁ひび割れ、タラップ塗装修繕

（20万円以下は31件）

（20万円以下は34件）

第一艇庫給湯機交換修繕

修　　繕　　名

※　この表は、一件の修繕で２０万円以上のものを記載しています。

合　　　　　　　　計

カーポート屋根修繕

第一艇庫男女更衣室空調機新設工事

給水加圧ポンプ制御盤交換修繕

伴走路注意フロアサイン修繕

第一艇庫前船台デッキ板修繕

戸田公園伴走路ゲート設置修繕

管理棟内ウォシュレット設置修繕



別紙７

月別 日数

一日 半日 一日 半日 金額 一日 半日 二時間 早朝・夜間 一日 半日 二時間 早朝・夜間 金額 件数 金額 金額合計
日 件 件 件 件 件 円 件 件 件 件 件 件 件 件 件 円 件 円 円

R6.4 30 0 0 4 7 11 66,670 0 1 3 0 13 8 4 17 46 119,240 19 180,750 366,660

5 31 0 0 10 0 10 43,140 2 0 1 0 14 7 1 15 40 121,170 16 146,540 310,850

6 30 0 0 6 1 7 17,640 1 3 1 1 9 5 3 8 31 44,650 21 111,980 174,270

7 31 1 1 3 2 7 31,380 1 3 0 2 7 3 2 7 25 53,180 14 367,730 452,290

8 31 1 0 4 1 6 43,170 0 2 2 1 4 3 7 5 24 61,870 20 559,980 665,020

9 30 0 1 8 1 10 60,810 1 1 0 1 12 4 0 12 31 137,620 24 347,410 545,840

10 31 4 0 7 0 11 106,040 5 5 0 7 9 0 2 7 35 193,910 6 226,930 526,880

11 30 4 0 3 1 8 49,040 4 0 2 6 4 1 1 5 23 85,890 1 21,340 156,270

12 28 0 1 2 2 5 9,800 1 1 1 0 5 3 0 8 19 31,820 0 0 41,620

R7.1 28 0 0 4 1 5 35,320 0 1 0 1 6 1 5 4 18 24,170 0 0 59,490

2 28 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 7 5 1 20 29,660 0 0 29,660

3 31 0 0 4 1 5 27,460 0 2 6 0 8 7 7 6 36 51,790 0 0 79,250

合計 359 10 3 55 17 85 490,470 18 20 17 19 93 49 37 95 348 954,970 121 1,962,660 3,408,100

戸田公園　有料施設利用状況

漕艇場 集会室 宿  泊  所
一般 学生・団体

計

一般 学生
計



別紙８－１

R7.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間（年）

設　置 桟橋 園内 40㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

設　置 桟橋 園内 89㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

設　置 桟橋 園内 46.6㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 桟橋 園内 57.54㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 桟橋 園内 87.4㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 桟橋 園内 40㎡ R7.4.1 R17.3.31 10

設　置 桟橋 園内 44㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 ボートリフト 園内 125.93㎡ H28.4.1 R8.3.31 10

設　置 戸田公園大橋 園内 1,520.6㎡ H28.4.1 R8.3.31 10

設　置 東観覧棟前広場 園内 4,485㎡ R6.4.1 R11.3.31 5

設　置 桜づつみ 園内 3,879㎡ R6.4.1 R16.3.31 10

設　置 桟橋 園内 112.66㎡ R7.4.1 R17.3.31 10

設　置 倉庫 園内 15㎡ R7.4.1 R17.3.31 10

設　置 歩道 園内 4.4㎡ R5.4.1 R15.3.31 10

設　置 桟橋 園内 68㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

設　置 自動販売機 園内 16㎡ R3.4.1 R8.3.31 5

設　置 バス停 園内 0.2204㎡ H28.4.1 R8.3.31 10

設　置 桟橋 園内 24㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

設　置 桟橋 園内 10㎡ R6.4.1 R8.3.31 2

設　置 桟橋 園内 36㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

設　置 ボートコース回転灯 園内
ボートコー
ス回転灯

R6.4.1 R11.3.31 5

設　置 製氷機 園内 0.18㎡ R3.4.1 R8.3.31 5

設　置 ボート競技中継システム 園内
ボート競技
中継システ

R3.4.1 R8.3.31 5

設　置 桟橋 園内 16㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 桟橋 園内 28㎡ R7.4.1 R17.3.31 10

設　置 発艇信号ケーブル 園内 一式 R4.7.22 R9.3.31 5

設　置 階段 園内
階段（アル
ミ、擬木）

R6.4.1 R16.3.31 10

設　置 コインロッカー 園内 １台 R3.4.1 R8.3.31 5

設　置 桟橋 園内 63㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

設　置 艇庫 園内 481.87㎡ R3.4.1 R13.3.31 10

設　置 シェアサイクルポート 園内 １基 R7.4.1 R12.3.31 5

占　用 ガス管 園内
口径　100mm
（9.075㎡）

R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 ガス管 園内
口径　80mm
（6.675㎡）

R6.4.1 R9.3.31 3

戸　田　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－２

R7.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間（年）

占　用 ガス管 園内 62.108㎡ H30.4.1 R10.3.31 10

占　用 ガス管 園内 13.9㎡ R5.4.1 R15.3.31 10

占　用 雨水排水管 園内 1.91㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 排水管 園内 97.64㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

占　用 水道管 園内 15.2㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

占　用
電柱、支線、支柱、支線柱、

電話ケーブル
園内

電柱4本、支
線7本、支柱

H29.4.1 R9.3.31 10

占　用 雨水排水管 園内 1.88㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 雨水排水管 園内 1.213㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 雨水排水管 園内 1.0075㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

占　用 地下送電線 園内 92.9m H28.4.1 R8.3.31 10

占　用 支線柱・支線 園内
支線柱1本・
支線1本

H29.4.1 R9.3.31 10

占　用 電柱、電線 園内
電柱39本、
電線5,270ｍ

H28.4.1 R8.3.31 10

占　用 地下送電線用管 園内 185.664㎡ H31.4.1 R11.3.31 10

占　用 送電線、鉄塔、引込柱 園内
送電線
751.35m他

H30.4.1 R10.3.31 10

占　用 総合確定塔（大型映像装置） 園内 66.625㎡ H29.4.1 R9.3.31 10

占　用 勝舟投票総合表示盤 園内 109.2㎡ R3.4.1 R13.3.31 10

占　用 大型映像装置 園内 55.250㎡ H31.4.1 R11.3.31 10

占　用 電話線（埋設） 園内 613ｍ H28.4.1 R8.3.31 10

占　用 標識 園内 0.36㎡ H31.4.1 R11.3.31 10

占　用 雨水排水管路 園内 1.4025㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 雨水排水管路 園内 1.0425㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 雨水排水管 園内 1.563㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 雨水排水管 園内 1.98㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

占　用 警備員詰所・用具倉庫 園内 4.49㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

占　用 公共下水道管 園内 162.6㎡ H29.4.1 R9.3.31 10

占　用 下水道管 園内 1.5㎡ R2.4.1 R12.3.31 10

占　用 雨水排水管 園内 1.68㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

占　用 避難場所表示板 園内 0.58㎡ H29.4.1 R9.3.31 10

占　用 水道管 園内 0.6㎡ H30.4.1 R10.3.31 10

戸　田　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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R7.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間（年）

占　用 公共基準点 園内 0.2564㎡ R6.4.1 R9.3.31 3

占　用 水道管、ガス管、電線 園内
水道管0.537
㎡、ガス管

R2.4.1 R12.3.31 10

占　用 水位観測装置 園内 7.184㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

占　用 道路標識 園内 2基 R2.4.1 R12.3.31 10

占　用 座標表示プレート 園内 0.0025㎡ R5.4.1 R8.3.31 3

占　用 横断歩道標識 園内 ２基 H28.8.1 R8.3.31 10

占　用 光ケーブル 園内 155m H30.4.1 R10.3.31 10

占　用 引込柱、アンテナ支持柱、フェンス、地下管路 園内
引込柱1本、
アンテナ支

H30.4.1 R10.3.31 10

占　用 光ケーブル 園内 ７０ｍ R5.4.1 R8.3.31 3

占　用 イケチョウ貝による浄化実験設備 園内 192.8㎡ R7.4.1 R8.3.31 1

占　用 鋼管柱・電線・コンセントボックス 園内
鋼管柱11
本・電線

R3.4.1 R8.3.31 5

占　用 架空電線 園内 246m R6.2.20 R15.3.31 10

占　用 案内表示板 園内 １基 R3.3.22 R8.3.31 5

占　用 公共下水道管 園内 ２㎡ H30.7.5 R10.3.31 10

占　用 河川監視カメラ・支柱 園内
カメラ1台
支柱2本

R7.4.1 R12.3.31 5

管　理 埼玉県カヌー艇庫 園内 315.9㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

管　理 運動施設・漕艇場に付属する工作物 園内 2,143㎡ R7.4.1 R12.3.31 5

戸　田　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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R7.3.31現在

許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 埼玉県ボート協会事務所 第二艇庫 R6.4.1 R7.3.31 1年

行為 テレビ番組撮影 園内 R6.4.12 １日

行為 テレビ番組撮影 園内 R6.4.15 １日

行為 テレビ番組撮影 園内 R6.4.24 １日

行為
埼玉県防災航空隊との水難救
助連携訓練

園内 R6.5.24 １日

行為 カタログスチール撮影 園内 R6.6.27 １日

行為 新モーター公式航走タイム測定 園内 R6.7.29 １日

行為 写真集撮影 園内 R6.8.29 １日

行為 第51回全日本大学選手権大会 園内 R6.9.2 R6.9.8 7日

行為 第51回全日本大学選手権大会 園内 R6.9.3 R6.9.8 6日

行為 CDジャケット写真撮影 園内 R6.9.16 １日

行為
模擬レース映像システム改修
に伴う模擬レース

園内 R6.9.20 １日

行為 アニメーションイベント撮影 園内 R6.9.22 １日

行為
模擬レース映像システム改修
に伴う模擬レース

園内 R6.9.27 １日

行為 雑誌スチール撮影 園内 R6.9.27 １日

行為 WEBシネマ撮影 園内 R6.10.1 １日

行為 民間企業競漕会 園内 R6.10.12 １日

行為 民間企業競漕会 園内 R6.10.12 １日

行為
全日本新人ローイング選手権
大会開催中に用具修理用のテ
ント設置

園内 R6.10.17 R6.10.20 4日

行為
民間企業競漕会でのケータリ
ング出店

園内 R6.11.4 １日

行為 カタログスチール撮影 園内 R6.12.5 １日

行為 ドキュメンタリー映像撮影 園内 R6.12.13 １日

行為 音楽ライブ背景映像撮影 園内 R7.1.29 １日

行為 映画撮影 園内 R7.3.27 １日

行為 選手コンディショニングケア 園内 R7.3.29 R7.3.30 ２日

戸　田　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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№ 品目 規格・型式等 数量 取得年度

1 冷蔵庫 日立　Ｒ－Ｚ３７０ 1 平成21年度
2 会議用机 イトーキ　ＤＴＶ－２４２Ｓ－１５ 2 平成16年度
3 ワイヤレスアンプ パナソニック　ＷＸ－２８２Ｃ 1 平成15年度
4 簡易組立トイレ 1 平成18年度
5 物置 イナバ　ＮＸ－３０Ｓ　（スタンダード） 1 平成22年度
6 ベンチ 幅1.6ｍ 1 平成26年度
7 ＡＥＤ 日本光電工業（株）　ＡＥＤ－３１００ 1 令和5年度
8 冷蔵庫 パナソニック　ＮＲ－Ｅ４１２V-N 2 平成28年度
9 ウォータークーラー 日立　RW-225PD 1 平成28年度

10 Honda 発電機 EU１６i 1 平成29年度
11 冷蔵庫 パナソニック　ＮＲ－Ｅ４５９PX-W 1 令和5年度
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

戸田公園　貸与可能備品一覧
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利用料金等の設定（戸田公園） 

                                  
（１）利用料金 
  ア 施設利用 

施  設  名 現 行 料 金（円） 

漕艇場 2,000ｍ 一般 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00    7,850円 

１日          15,720円 

学生 

半日  8:30～12:30 

13:00～17:00    3,920円 

１日           7,850円           

漕艇場 1,000ｍ 一般 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00    3,920円 

１日                7,850円 

学生 

半日  8:30～12:30 

13:00～17:00    1,960円 

１日              3,920円        

第一艇庫 

201，202，205号室 

一般 

２時間以内           470円 

半日 8:30～12:30 

13:00～17:00     940円 

１日                  1,880円 

１泊 13:00～翌日10:00 

                 1,470円/人 

学生  

２時間以内         230円 

半日  8:30～12:30 

13:00～17:00     470円 

１日                940円 

１泊 13:00～翌日10:00 

730円/人 

         



 

第一艇庫 

203，204号室 

一般 

２時間以内         620円 

  半日 8:30～12:30 

      13:00～17:00 1,250円 

１日              2,520円 

１泊 13:00～翌日10:00 

1,470円/人 

学生 

２時間以内       310円 

 半日 8:30～12:30 

13:00～17:00  620円 

１日            1,250円 

１泊 13:00～翌日10:00 

730円/人      

第一艇庫 

206号室 

 一般 

２時間以内       1,880円 

半日 8:30～12:30 

13:00～17:00  3,770円 

１日              7,550円 

１泊 13:00～翌日10:00 

              1,470円/人 

学生 

２時間以内       940円 

半日 8:30～12:30 

    13:00～17:00  1,880円 

１日             3,770円 

１泊 13:00～翌日10:00 

730円/人 

                                

第一艇庫 

207号室 

一般 

２時間以内        940円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00  1,880円 

１日               3,770円 

学生 

２時間以内        470円 

半日 8:30～12:30 

13:00～17:00   940円 



 

１日             1,880円 

※合宿に付随した利用の場合は無料 

第二艇庫 

ミーティングルーム 

一般 

２時間以内        520円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00  1,050円 

１日               2,100円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

１時間        250円 

学生２時間以内        250円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00   520円 

１日            1,050円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

 １時間        120円          

管理棟 

大会本部 

Ｃ～Ｄ 

一般 

２時間以内         470円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00    940円 

１日                1,870円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

 １時間        230円 

学生 

２時間以内         230円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00    470円 

１日               940円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

１時間        110円 

管理棟 

大会本部Ａ 

一般 

２時間以内        940円 

半日 8:30～12:30 

    13:00～17:00  1,870円 

１日              3,760円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

１時間        470円             



 

学生 

２時間以内(学生）    470円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00   940円 

１日             1,870円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

 １時間（学生）    230円              

管理棟 

会議室 

Ａ～Ｅ 

一般 

２時間以内         520円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00  1,050円 

１日               2,100円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間 

１時間        250円 

学生 

２時間以内        250円 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00    520円 

１日        1,050円 

6:30～8:30又は17:00～20:30の間  

１時間(学生）     120円 

＊ 国又は地方公共団体（学校及び保育所（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する学校（教育委員会等を含む）及び、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第７条に規定する保育所をいう。以下同じ。）は除く。）が主催する事業の場合、

は無料とする。 
＊ 国又は地方公共団体（学校及び保育所は除く。）が共催及び後援する事業の場合は、

一般の金額の半額とする。 
＊ ボート協会、カヌー協会が実施する事業の場合は、一般の金額の半額とする。 
＊ 地元市町村が運営する実行委員会主催事業については、無料とする。 
＊ 「学生」とは、小学生、中学生、高校生及び大学生をいう。 
＊ 学校教育法にいう学校、児童福祉法にいう保育所が主催する事業の場合は、学生料金

を適用する。 
＊ 上記により算出した金額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 
＊ 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要

する場合は、利用料金の他に別途実費相当額を徴収することができる。 



 

イ 行為許可 

行   為 現 行 料 金（円） 

物品の販売、興行その他の営業行為 

 

 

 

 

 

 

(フリーマーケット) 

１㎡当たり半日(4時間以内) 

           12円 

１㎡当たり１日(4時間を超えて8時間以内)      

24円 

８時間を超えて１時間延長ごと 

3円 

 

１㎡当たり1時間         2円 

 

業として行う写真の撮影 １件当たり半日(4時間以内) 

    2,670円 

１件当たり１日(4時間を超えて8時間以内)  

5,340円 

８時間を超えて１時間延長ごと   

                 660円 

 

業として行う映画等の撮影 １件当たり半日(4時間以内) 

 18,030円 

１件当たり１日(4時間を超えて8時間以内)          

36,060円 

８時間を超えて１時間延長ごと  

             4,500円 

競技会、集会、展示会、博覧会その

他これらに類する催し 

１㎡当たり半日(4 時間以内) 

                 4 円 

１㎡当たり１日(4時間を超えて8時間以内)      

8 円 

８時間を超えて１時間延長ごと 

1円 
広告物の表示 表示面積１㎡当たり 

 半日(4時間以内）   1,050円 

 １日(4時間を超えて8時間内) 

2,100円 

８時間を超えて１時間延長ごと   

250円 



 

＊ 行為に要する面積が１㎡未満であるとき、又はその面積に１㎡未満の端数があるとき

は、１㎡として計算するものとする。 

＊ 行為に要する時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１時間未満の端数がある

ときは、１時間として計算するものとする。 

＊ 表の行為は、原則として午前８時３０分から午後５時までとする。 
＊ 国又は地方公共団体（学校及び保育所（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する学校（教育委員会等を含む）及び、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第７条に規定する保育所をいう。以下同じ。）は除く。）が主催する事業の場合は、

無料とする。 

＊ 国又は地方公共団体（学校及び保育所は除く。）が共催及び後援する事業の場合は、

表の金額の半額とする。 
＊ 学校教育法にいう学校、児童福祉法にいう保育所が主催する事業の場合は、表の金額

の半額とする。 
＊ ボート協会、カヌー協会が実施する事業の場合は、表の金額の半額とする。 
＊ 地元市町村が運営する実行委員会主催事業については無料とする。 
＊ 表の行為許可のうち「物品の販売、興行その他の営業行為」、「競技会、集会、展示会、

博覧会その他これらに類する催し」については、表に掲げる額に許可対象となる数量を

乗じて得た額に１０５分の１１０（現行１０８）を乗じて得た額とする。 
＊ 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額にそれぞれ当該金

額の１００分の５０に相当する額を加えた額とする。 
＊ 表の行為許可のうち「物品の販売、興行その他の営業行為」、「競技会、集会、展示

会、博覧会その他これらに類する催し」を行いかつ入場料又はこれに類するものの徴収

をする場合並びに公園施設を利用して入場料又はこれに類するものの徴収をする場合

は、表の金額を用いて算出した金額、入場料又はこれに類するものの総収入額の１００

分の６に相当する額又は５２，３８０円のいずれか高い額とする。 
＊ 上記により算出した金額が、１０円未満であるときの料金は、０円とする。また、

１０円以上となる場合において、その金額に１０円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。 
＊ 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を

要する場合は、行為許可料金の他に別途実費相当額を徴収することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（２） 自主事業 
ア 現状 

施 設 名 現行料金（円） 

用具貸出 

本部拡声器 

半日  8:30～12:30 

     13:00～17:00 

1,860円 

１日 8:30～17:00  

        3,740円 

用具貸出 

発艇拡声器 

半日 8:30～12:30 

     13:00～17:00 

 4,620円 

１日 8:30～17:00 

 9,260円 

用具貸出 

インターホン 

半日  8:30～12:30 

     13:00～17:00 

 2,750円 

１日  8:30～17:00 

          5,500円 

ケータリング                  250円～

自動販売機               110円～

 



別紙１１

戸田公園利用者アンケート結果

回答数 84

回答数 84

回答数 84

【問１－４】あなたがお住まいの市町村を教えてください。
さいたま市（西区） 1 春日部市 0 三郷市 0 横瀬町 0
さいたま市（北区） 1 狭山市 0 蓮田市 1 皆野町 0
さいたま市（大宮区） 3 羽生市 0 坂戸市 0 長瀞町 0
さいたま市（見沼区） 1 鴻巣市 0 幸手市 0 小鹿野町 0
さいたま市（中央区） 1 深谷市 1 鶴ヶ島市 0 東秩父村 0
さいたま市（桜区） 3 上尾市 3 日高市 0 美里町 0
さいたま市（浦和区） 5 草加市 0 吉川市 0 神川町 0
さいたま市（南区） 7 越谷市 1 ふじみ野市 0 上里町 0
さいたま市（緑区） 0 蕨市 3 白岡市 0 寄居町 0
さいたま市（岩槻区） 1 戸田市 37 伊奈町 1 宮代町 0
川越市 1 入間市 0 三芳町 0 杉戸町 0
熊谷市 1 朝霞市 0 毛呂山町 0 松伏町 0
川口市 4 志木市 0 越生町 0 ★県外（群馬県） 0
行田市 0 和光市 0 滑川町 0 ★県外（栃木県） 0
秩父市 0 新座市 0 嵐山町 0 ★県外（茨城県） 0
所沢市 0 桶川市 1 小川町 0 ★県外（千葉県） 0
飯能市 0 久喜市 1 川島町 0 ★県外（東京都） 6
加須市 0 北本市 0 吉見町 0 ★県外（その他） 0
本庄市 0 八潮市 0 鳩山町 0
東松山市 0 富士見市 0 ときがわ町 0

回答数 84

回答数 84

運動専用施設での運動・・・体育館、テニス、野球など軽い運動・・・散歩やジョギングなど

10代

45.2%
20代

14.3%
30代

11.9%
40代

14.3%
50代

7.1%
60代

4.8%
70代

2.4%

【問１－１】あなたの年齢を教えてください。

男

40.5%
女

57.1%
回答しない

2.4%

【問１－２】あなたの性別を教えてください。

常勤（会社員、公務員など）

33.3%
パート・アルバイト（学生以外）

2.4%
主婦・主夫

9.5%

学生

51.2%
無職

2.4%
その他

1.2%

【問１－３】あなたの職業について教えてください。

ほぼ毎日

45.2%
週に１～３回程度

13.1%
月に１～２回程度

14.3%
２～３か月に１回程度

14.3%
年に１～２回程度以下

13.1%

【問２ー２】その公園の利用頻度を教えてください。

徒歩・ランニング

11.9%
自転車・バイク

32.1%
自家用車

15.5%
電車・バス

36.9%
その他

2.4%

【問２－３】その公園への交通手段を教えてください。

15 

2 

22 

1 

15 

1 

0 

10 

28 

13 

1 

1 

4 

17 

0 5 10 15 20 25 30

休憩、のんびり過ごす

自然観察・動植物の鑑賞

散歩・散策

飲食店の利用や持ち込みによる飲食

子ども・家族・友人と遊ぶ

趣味の時間を過ごす（写生や写真撮影など）

公園内の文化施設（博物館や水族館）の利用

軽い運動…

運動専用施設での運動…

スポーツの観戦

ペットと遊ぶ

読書、リモートワーク

公園で開催されるイベントの参加

その他

【問２－４】その公園の利用目的について教えてください。



別紙１１

屋外スポーツ施設・・・テニスコート、野球場、サッカー場など アーバンスポーツ施設・・・スケートボードパーク、ボルダリングなど

【問２－７】その公園の管理や運営に関して意見があれば教えてください。（主な意見）

○　競艇場を眺めながらのサイクリングが最適な場所ですが、サイクリングロードがないために、観光資源として活かしきれてない
　　印象がある。（40代・男性）

○　更衣室が狭く、時間帯によっては身動きが取りづらいほど人が多くなるため、涼しくて休める場所をもっと増やして欲しい。（10代・女性）

○　戸田公園の第一艇庫に防犯カメラをつけて欲しい。下駄箱を設置して欲しい。（10代・女性）

○　トイレについて。古い、暗い印象がある。ドアが外開きのため、閉まっている状態で、空いている空いてないが分かりにくい。（60代・女性）

○　静かな水辺で夕日の名所など、多くの人が訪れてみたくなるような宣伝、広報がされるとよいと思います。（50代・男性）

○　自治体の維持管理上の観点だけでなく、地域の魅力を高め、「人々が利用したくなる」ような民間視点の運営方法が求められる。（30代・男性）

○　食べ物を売っている場所がなく、子供と行ってもカフェなどがないため、最近行かなくなってしまった。いい場所なのに残念。（40代・女性）

29 

19 

48 

10 

7 

12 

8 

6 

23 

9 

4 

0 

2 

2 

25 

4 

0 10 20 30 40 50 60

安らぎやくつろぎを得られる環境

水や緑などの自然や多様な生態系が存在する環境

清掃や管理が行き届いた清潔で快適な環境

賑わいと活気がある環境

高齢者、障がい者なども気軽に利用できる場

子どもの遊びや成長の場

家族、友人で団らんやレクリエーションができる場

趣味や文化活動ができる場

スポーツやレクリエーションができる場

イベント開催等により来場者が多く訪れる場

地域住民やボランティア団体等の人々の交流の場

ヒートアイランド緩和や地球温暖化防止に資する場

避難場所など防災拠点となる場

地域の歴史や文化を伝える場

施設や設備が安全安心に利用できる場

その他

【問２－５】その公園で残してほしいもの、こうあってほしいものを教えてください。

9 
23 

4 
8 

6 
20 

30 
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25 
36 

19 
4 

14 
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6 
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3 
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7 
4 
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3 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

散策ができる園路

駐車場・駐輪場

自然と親しめる林や池

芝生広場

花壇や花畑

休憩場所（テーブル・ベンチ）

トイレ、手洗い場

案内表示や解説板

レストラン、カフェ

コンビニ、売店

無料Wi-Fiスポット、充電スポット

授乳施設、おむつ交換台

子どもが遊べる遊具（屋外）

子どもが遊べる施設（屋内）

健康遊具やジョギングコース

BBQ場などのアウトドア施設

屋外スポーツ施設…

アーバンスポーツ施設…

屋内スポーツ施設（体育館など）

屋内文化施設（博物館、展示館など）

イベントスペース

ペットに関する施設（マナーを学べる場など）

特にない

その他

【問２ー６】その公園をより良くするために、必要な施設や設備があれば教えてください。



 

 

 

指定管理業務に関する特記仕様書（戸田公園） 
 

 公園管理に当たり、下記の事項について遵守すること。 

 

記 

 

１ 別添１の「有資格者の選任等一覧」のとおり有資格者を配置すること。 

 

２ 供用日及び供用時間については、別添の現況調書に記載されている水準を下回ら

ないように配慮すること。 

 

３ 利用料金の設定に当たっては、次の点を踏まえること。 

（１）近隣の類似施設や県営都市公園内の同種の施設の料金と比較しても妥当な設定

がなされ、関係機関及び利用者の理解が得られること。 

（２）国又は埼玉県（以下「県」という。）が主催する事業等に使用する場合、又は

共催する事業等に使用する場合は減額又は免除することができる。 

   ただし、電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合、又は特別な設備、管理、

模様替え等を要する場合は別途実費相当額を徴収することができる。 

（３）障害者等の利用料金については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び 

  利用料金の減免に関する条例」（昭和５８年条例第８号）及び「障害者の利用に 

  係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則」（昭和５８年 

  規則第３２号）の規定に基づいて減免すること。 

（４）有料施設の利用料金について現行の料金設定を超える料金を設定する場合は、 

  さらに次の事項を踏まえること。 

ア 設備投資等により、機能・仕様の向上が明らかに見られること。 

イ 機能・仕様の向上が利用者ニーズを反映させたものであること。 

ウ 近隣の類似施設や県営都市公園内の同種の施設の料金と比較しても妥当な設

定がなされ、関係機関及び利用者の理解が得られること。 

エ 新料金の適用日については、個々の利用形態に応じた周知期間をおくこと。 

   なお、競艇開催による使用料は、県に帰属し、指定管理者の収入とはならない。 

 

４ 樹木の老朽化について 

  公園内の樹木の老朽化に伴い、適正な維持管理を行っていくため、県が管理する

樹木診断結果等に基づき県と調整の上、適切に管理を行うこと。 

  また、危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見に努め、除去を行うとともに、

台風等による倒木については、速やかに除去すること。 

 

５ 防犯対策に配慮すること。 

埼玉県防犯のまちづくり推進条例に規定する防犯上の指針に基づき適正に管理す

ること。 

 

６ 地元ボランティア団体との連携を図ること。 

地域に根ざした公園となるように地元ボランティア団体等と連携し、公園管理を



 

 

行うよう努めること。 

 

７－１ 遊具については、次の安全対策を行うこと。 

(１) 社団法人日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する基準ＪＰＦＡ−
 ＳＰ− Ｓ：２０２４」に準じた遊具の日常点検表を作成し、日常点検を行うこと。

  また、同基準に準じた遊具履歴書を作成、更新すること。 

(２) 年１回以上、専門業者による点検を実施すること。 

（３） 点検の結果、修繕等の対策を要する場合は速やかに対応すること。 

 

７－２ 自家用電気工作物の保安管理について 

 別添２「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視、点検内容」に基づ

き別表１を満たすように保安規程を作成し、職務を行うこと。 

  また、埼玉県公園間の連絡調整機会の充実を図る目的で埼玉県が開催する「県営 

 公園電気主任技術者連絡会議」への出席に配慮すること。 

 

７－３ 防災等に関する訓練に協力すること。 

戸田公園は戸田市の地域防災計画で避難場所として指定されており、武力攻撃事

態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年６月１８日法律第

１１２号）第１４８条第１項に規定する避難施設として指定されている。戸田市が

実施する防災訓練に公園を管理する者として参加及び協力すること。 

 

７－４ 漕艇場の水位調整業務を行うこと。  

（１）漕艇競技及び競艇事業のための水位調整を、漕艇競技及び競艇事業に支障がな

  いよう行うこと。 

（２）漕艇場の管理上の水位調整のほかに、大雨等が予想される場合は、河川管理者

の指示により水位調整を行うこと。 

 

７－５ 旅館業法の許可について 

  第一艇庫の合宿施設運営にあたっては、簡易宿泊所として管轄保健所から許可を 

 取得すること。 

 

７－６ 漕艇場の水草対策について 

（１）漕艇場で繁茂する水草について次を基本に除去・処分すること。 

 ア 0～500mエリア 

   潜水による除根   ３回／年（１回当たり潜水員６人、７日程度） 

 イ 500～2,500mエリア 

   刈取船による刈取り ４回／年（１回当たり刈取船２隻、１０日間程度） 

   水草は水面から60ｃｍ以上の位置で刈取り、競技に支障がないようにすること 

 ウ 上記の作業、日程設定に当たっては、県や利用者団体、戸田市等で構成される

戸田公園水草対策協議会（以下「対策協議会」という。）での検討を踏まえるこ

と。なお、対策協議会の運営については、会場や資料の提供等県に協力すること。 

（２）ボランティア等が除去した水草については、指定管理者が廃棄処分すること。 

（３）県との役割分担、費用対効果や課題などについての検討を踏まえ、新たな水草

除去対策の提案をすること。 



 

 

（４）指定管理者が立案する事業計画を上回る水草対策を実施しなければならなくな

った場合は、予め県と協議すること。 

（５）令和７年度は、水草対策費用として、79,641千円（税込）を指定管理料に上乗

せしている。次期指定管理期間における収支計画には、この金額と同額を収入及

び支出に計上すること。なお、この金額は水草対策事業に充てた費用を除いて精

算対象としている。 

 

７－７ クビアカツヤカミキリとカシノナガキクイムシの発生予防等について 

  近年、埼玉県内で増殖が確認され、樹木に被害を与えているクビアカツヤカミキ

リとカシノナガキクイムシについて、発生の予防に努め、発生が確認された場合は、

基本協定書（案）別紙２「施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分

(案)」により、県と連携して必要な対策を実施すること。 

 

８ ネーミングライツの導入について 

  県は令和７年度中にネーミングライツの募集を行い、公園の愛称が付される予定

である。なお、ネーミングライツ募集の事務は県が行い、命名権料も県の収益とな

る予定。 

  ネーミングライツの導入に伴う対応については、指定管理者は県に誠意をもって

協力すること。 

 

９ 本書の定めのない事項 

  本書に定めのない事項が発生した時、その都度、県と迅速に誠意をもって協議し、

その指示に従うこと。 



別添１

戸田公園 有資格者の選任等一覧

・有資格者の選任、許可、届出事項等

関連事項 資格等 根拠法令等 適用 備考

防火管理者、消防計画 消防法第8条 ○ 指定管理者が行う。

危険物保安監督者 消防法第13条 選任、指定管理者が行う。

危険物取扱者 消防法第13条 選任、指定管理者が行う。

少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出 火災予防条例 ○ 届出、所轄消防により異なる

選任、届出　指定管理者が行う。

平成１７年３月２８日付け平成17･03･
22原院第１号「主任技術者制度の解釈
及び運用（内規）」よる。

ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 電気事業法第43条 選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理技術者 ﾋﾞﾙ管法第6条 選任、指定管理者が行う。

浄化槽法 浄化槽管理士 浄化槽法第10条 選任、指定管理者が行う。

廃棄物の処理および清
掃に関する法律

特別管理産業廃棄物管理責任者
廃棄物の処理および清掃に関する法
律第１２条の２

選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法…「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による。

・定期検査報告事項等

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

特殊建築物等定期点検 建築基準法第12条 ○ 特定建築物

昇降機定期検査報告 建築基準法第12条 ○ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

消防用設備等点検結果報告 消防法17条 ○

地下ﾀﾝｸ貯蔵所定期点検 消防法第14条3の2 ３年以内、１年以内

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理基準 ﾋﾞﾙ管法第4条 維持管理の基準

簡易専用水道の検査 水道法第34条の2 受水槽＞10ｍ3

小規模貯水槽水道の検査 条例等 ○ 受水槽≦10ｍ3、簡易専用水道に準じる

浄化槽法 し尿浄化槽点検、清掃、水質検査 浄化槽法第8条、第9条、第10条、第11条

電気事業法 電気工作物の巡視・点検 電気事業法第42条 ○ 保安規程に基づく

・その他関係法令

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

小型船舶操縦者法 海技免状 小型船舶操縦者法第23条の2 有資格者の選任、湖川管理用

労働安全衛生法 ﾎﾞｲﾗ取扱作業主任者 労働安全衛生法第14条、第61条 有資格者の選任

ﾌﾟｰﾙ衛生管理 衛生管理者、管理責任者 埼玉県ﾌﾟｰﾙ維持管理指導要綱第6条 選任

食品衛生法 食品営業許可、食品衛生責任者 食品衛生法第52条、第50条 許可、届出　営業を営もうとする者

廃棄物の処理および清
掃に関する法律

産業廃棄物の処理
廃棄物の処理および清掃に関する法
律第１１条

○ 産業廃棄物の適正な処理

その他関係法令 関係法規等の遵守 関係法規等 ○ 関係法規等の遵守

小型船舶操縦者法…「船舶職員及び小型船舶操縦者法」による。

建築基準法

水道法

（適用欄○を適用する。）

電気事業法関係

消防法関係

消防法

電気主任技術者、保安規程 電気事業法第43条、第42条 ○



　　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視及び点検内容は、次の各号によるものとする。

（１） 　外部委託請負者が行う点検の範囲については、委託契約書によることとし、
電気工作物の種類並びに点検の種別にしたがい、原則として別表第１のとおりとする。
　ただし、設備が特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検が困難
な電気工作物については、外部委託請負者の意見を聞いて、必要な点検を専門業者
又は、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。

（２） 　電気事故又は、電気工作物に異常が発生し、もしくは発生する恐れがある場合に、
みなし設置者又は電気事業者の通知に基づき外部委託請負者が行う応急措置の指導や助言は、
電話又は直接現地にて行うものとする。
　この場合においてみなし設置者は、外部委託請負者が応急措置を行うための判断に
役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に外部委託請負者に
連絡し、設置者に報告する。

別紙
　　　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の巡視、点検内容

別添２



点　検　基　準

主任技術者を外部委託により承認申請する場合

埼　玉　県



別表１

１－１　日常巡視、定期巡視、精密点検
点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
動作試験 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
継電器との連動試験 ○
保護継電器動作特性試験 ○
制御装置のコンデンサー容量測定 ○

外観点検 ○ ○
振れ止め装置の機能点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
動作試験 ○

電磁弁構造部の注油、調整 ○
附属装置の状況 ○

油の汚れ、特性調査 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

接地線接続部 ○
遮断速度測定 ○

絶縁油耐圧試験 ○
内部点検 ○
外観点検 ○
碍子点検 ○

絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

漏えい電流測定 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

絶縁油耐圧試験 ○
内部点検 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○

接地線接続部の点検 ○
保護継電器の動作試験 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

シーケンス試験 ○
端子配線符号 ○
計器の較正 ○

計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○

接地線接続部の点検 ○
保護継電器の動作試験 ○

注１．高圧機器の絶縁抵抗測定は、5000Vメガーを用いること。

注２．遮断速度測定は開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定も含む。

点検項目
（需要設備・配電設備・負荷設備・自家用発電設備）

対　　象

受
　
電
　
設
　
備
（
第
二
受
電
設
備
以
降
も
含
む
）

 高圧負荷開閉器

断路器

遮断器
開閉器

母線

受電用変圧器

計器用変成器

避雷器

受電盤

監視盤



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

シーケンス試験 ○
端子配線符号 ○
計器の較正 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

充電装置の内部点検 ○
比重・液温・電圧測定 ○ ○

外観点検 ○ ○
標識・保護柵状況 ○ ○

取付状況 ○
絶縁抵抗測定 ○

外観・加熱状況点検 ○ ○
無断掘削点検 ○ ○

標識・他物との隔離距離 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

計器・表示灯の異常点検 ○ ○
操作・切換開閉器等点検 ○ ○
裏面配線の塵埃等 ○

接地線接続部の点検 ○
端子配線符号 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
シーケンス試験 ○

計器の較正 ○
配電用変圧器 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ

外観点検 ○ ○
標識・保護柵状況 ○ ○

取付状況 ○
絶縁抵抗測定 ○

外観・加熱状況点検 ○ ○
無断掘削点検 ○ ○

標識・他物との隔離距離 ○ ○
接地線接続部の点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
整流子、刷子及び集電環の発熱等 ○ ○
制御装置、接地線接続部の点検 ○
内部点検、回転子軸受等 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○

開閉器の点検、塵埃等 ○ ○
接続状況 ○

絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
注３．変圧器を点検する際に、温度測定も行う。

電力用コンデンサー

蓄電池

電線及び支持物

ケーブル

配
電
設
備
（
屋
外
電
線
路
を
含
む
）

断路器
遮断器

開閉器類
需要設備用と同じ

配電盤

電線及び支持物

ケーブル

対　　象

受
電
設
備
（
第
二
受
電
設
備
以
降
も
含
む
）

監視盤

需要設備用と同じ 需要設備用と同じ 需要設備用と同じ

負
荷
設
備

回転機器

照明設備

配線、配線器具

その他の機器



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○
排ガス測定 ○

内燃機関の分解 ○
外観点検 ○ ○
計器盤点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
油面、漏れ等 ○ ○
燃焼器点検 ○

機器内部点検 ○
高温部分解点検 ○
オーバーホール ○

外観点検 ○ ○
保安装置 ○

カップリング ○
オイルポンプ ○

スクリュー圧縮機分解点検 ○
外観点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
駆動機シリンダ部グリース補給 ○
リミットスイッチ動作位置 ○

軸受部開放点検 ○
ドレン抜き ○ ○

異音、振動、漏れ等 ○ ○
ベルトの点検、調整 ○

総合分解点検 ○
漏れ等 ○ ○ ○

計器点検 ○ ○
純粋タンク水位、流量 ○ ○
カートリッジ純水器再生 ○ ○
総合システム点検 ○

純水加圧ポンプの分解点検 ○
ドレン抜き、漏れ、異音等 ○ ○
圧力調整弁、圧力開閉器 ○ ○

安全弁の作動 ○ ○
潤滑油交換 ○

ベルトの点検、調整 ○
ピストン、シリンダーの分解点検 ○

外観点検 ○ ○
整流子、刷子、集電環の発熱等 ○ ○

制御装置点検 ○ ○
接地線接続部の点検 ○

内部点検 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ 需要設備と同じ 需要設備と同じ 需要設備と同じ

外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○ ○
排ガス測定 ○

内燃機関の分解 ○
注４．排ガス測定について、大気汚染防止法の定めによりばい煙発生施設となる場合は、

　　　必要に応じてばい煙測定が実施されていること及び測定値が規制値以下であることを確認します。

注５．自家用発電設備の燃料タンクについても、外観点検を行ってください。
注６．○印は該当する各点検項目を示し、設備のある場合に適用します。

対　　象

非
常
用
発
電
設
備

内燃機関
（ディーゼル）

発電機関係

蓄電池

内燃機関
（ディーゼル）

純水製造装置
水噴射装置

始動用空気圧縮機

原
動
機
関
係

自
家
用
発
電
設
備

常
用
発
電
設
備

原
動
機
関
係

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
機
関

ガスタービン

ガス圧縮機

補機類

計装用空気圧縮機



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
計器盤点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
油面、漏れ等 ○ ○
燃焼器点検 ○

機器内部点検 ○
高温部分解点検 ○
オーバーホール ○

外観点検 ○ ○
保安装置 ○

カップリング ○
オイルポンプ ○

スクリュー圧縮機分解点検 ○
外観点検 ○ ○

振動・異音・異臭等 ○ ○
駆動機シリンダ部グリース補給 ○
リミットスイッチ動作位置 ○

軸受部開放点検 ○
ドレン抜き ○ ○

異音、振動、漏れ等 ○ ○
ベルトの点検、調整 ○

総合分解点検 ○
漏れ等 ○ ○ ○

計器点検 ○ ○
純粋タンク水位、流量 ○ ○
カートリッジ純水器再生 ○ ○
総合システム点検 ○

純水加圧ポンプの分解点検 ○
ドレン抜き、漏れ、異音等 ○ ○
圧力調整弁、圧力開閉器 ○ ○

安全弁の作動 ○ ○
潤滑油交換 ○

ベルトの点検、調整 ○
ピストン、シリンダーの分解点検 ○

外観点検 ○ ○
機器損傷の有無 ○ ○

埃等の侵入防止、清掃 ○ ○
端子台、コネクタ等 ○ ○
操作、切換開閉器の動作試験 ○
締付けねじの増締め ○
ヒューズ類の点検 ○

盤内取付器具の加熱変色、損傷 ○
盤内、外面の清掃 ○

自動電圧調整器の外観、調整範囲確認 ○
その他配電設備と同じ ○

絶縁抵抗測定 ○
音響、振動、異臭等 ○ ○
軸受、固定子及び接続部の変色・加熱 ○ ○
グリースの劣化・漏れ等 ○
内部点検、コイル軸受、通風、附属装置 ○

内部分解点検 ○
軸受の点検、交換 ○

絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
機
関

ガスタービン

ガス圧縮機

補機類

計装用空気圧縮機

純水製造装置
水噴射装置

対　　象

原
動
機
関
係

配電盤

発電機関係

蓄電池

常
用
発
電
設
備

自
家
用
発
電
設
備

始動用空気圧縮機



点検項目 日常巡視点検 定期巡視点検 精密点検
外観点検 ○ ○
始動試験 ○ ○

機関主要部分の分解 ○
内燃機関の分解 ○

外観点検 ○ ○ ○
整流子、刷子、集電環の発熱等 ○ ○
制御装置点検の点検 ○
接地線接続部の点検 ○
内部点検、回転子軸受、通風、附属装置 ○
絶縁抵抗・接地抵抗測定 ○
保護継電器の動作試験 ○
需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。 需要設備と同じ。

ブレーキ ○ ○
タイヤ ○ ○

エンジン関係 ○ ○
燃料 ○ ○

ライト、ウインカー ○ ○
その他 ○ ○

排ガス測定 ○
外観点検 ○ ○

接地線接続部の点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
開放電圧測定 ○

外観点検 ○ ○
接地線接続部の点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○
外観点検 ○ ○

異音、異臭等 ○ ○
接地線接続部の点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○
保護機能試験 ○

外観点検 ○ ○
接地線接続部 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
投入ロック試験 ○

保護継電器の動作試験 ○
接地抵抗測定 ○

外観点検 ○ ○
尾翼ダンパー点検、交換

ブレード点検、交換 ○
外観点検 ○ ○

ウィンチ点検 ○
外観点検 ○ ○
異音等 ○ ○

外観点検 ○ ○
異音等 ○ ○

ブラシ点検、交換 ○
オーバーホール ○
絶縁抵抗測定 ○

太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。

太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。 太陽光発電設備と同じ。

接地抵抗測定 ○
注７．「日常巡視点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「定期巡視点検」は主として

　　　停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいいます。

　　　「精密点検」は「定期点検」より設備細部の点検を実施するものをいいます。なお、精密点検については、

　　　主任技術者の意見を聞いて、設置者（みなし設置者）が電気機器製造者等に依頼して行うものとします。

注８．絶縁油の点検・試験は、ＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部省略することがあります。

接地設備
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陽
光
発
電
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 太陽電池アレイ（架台を含む。）

 中継端子箱アレイ出力開閉器
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系統連係保護装置
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電
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点検項目

点検項目 工事期間中の点検 竣工検査
区分開閉器、 外観点検 ○ ○

引込線、支持物、 絶縁抵抗測定 ○
ケーブル等 継電器の動作特性試験 ○

開閉器と継電器の連動試験 ○
絶縁耐力試験 ○

外観点検 ○ ○
絶縁抵抗測定 ○
継電器の動作特性試験 ○
遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○
絶縁耐力試験 ○

外観点検 ○ ○
シーケンス試験 ○

外観点検 ○ ○
接抵抗測定 ○

受電室建物、
キュービクル式受・変電設備の

金属製外箱等
配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○
発電設備 外観点検 ○ ○

（非常用予備発電装置を含む） 原動機、発電機、始動装置等 始動・停止試験 ○
風車、支持工作物 絶縁抵抗測定 ○
太陽電池発電所 保護継電器の動作試験 ○
燃料電池発電所 絶縁耐力試験 ○

インターロック試験 ○
蓄電池 蓄電池、充電装置 外観点検 ○ ○
設備 及び付属装置 電圧測定 ○

比重測定 ○
温度測定 ○
外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○
　　注１．○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用します。

（工事期間中の点検及び竣工検査）
１－２工事期間中の点検及び竣工検査

電　気　工　作　物

引込設備

受電設備

断路器、電力用ヒューズ、遮断
器、

高圧負荷開閉器、変圧器、
コンデンサ、リアクトル、

避雷器、計器用変成器
及び母線等

○ ○

負荷設備 配線、配線器具等

受・配電盤

接地工事 接地線、保護管等

構造物 外観点検



１－３臨時点検
　　　電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合は、その都度点検、測定、
　　試験を行うものとします。

２　　点検の周期

需要設備 毎月 1 回
内燃力発電所 毎月 2 回

需要設備 毎年 1 回
内燃力発電所 毎年 1 回

需要設備 ３～８年 1 回
内燃力発電所 ３～８年 1 回

週 1 回

注１．自主検査は電気事業法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

工事期間中の点検
自主検査 工事完了後

点検の種別 周期

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

臨時点検 必要の都度


